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安
倍
晋
三
元
首
相
が
参
院
選
の
選
挙
期
間
の
最

中
に
銃
撃
さ
れ
死
亡
し
た
事
件
は
国
内
外
に
大
き

な
衝
撃
を
与
え
た
。
安
倍
氏
を
襲
撃
し
た
容
疑
者

の
動
機
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
与
党
と
宗

教
団
体
へ
の
関
係
に
世
間
の
関
心
は
移
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
中
で
、
参
院
選
で
当
初
の
予
想
通
り
圧

勝
し
た
岸
田
文
雄
首
相
が
表
明
し
た
の
が
、
安
倍

元
首
相
の
国
葬
だ
。
今
秋
に
も
実
施
さ
れ
る
と
い

う
。

　
国
葬
と
聞
き
、
直
近
で
思
い
出
す
の
は
、
二
〇

二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
行

わ
れ
た
中
曽
根
康
弘
元
首
相
の
内
閣
・
自
民
党
と

の
合
同
葬
だ
。
政
府
は
、
合
同
葬
当
日
に
各
府
省

が
弔
旗
掲
揚
と
黙
と
う
を
す
る
こ
と
を
閣
議
了
解
。

こ
れ
を
受
け
た
文
部
科
学
省
が
全
国
の
国
立
大
な

ど
の
教
育
現
場
に
弔
意
を
表
す
よ
う
求
め
る
通
知

を
出
し
た
。
通
知
に
は
明
治
天
皇
の
葬
儀
で
の
弔

旗
掲
揚
の
方
法
を
示
す
文
書
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。

　
全
国
八
二
校
の
う
ち
五
六
校
が
弔
旗
や
半
旗
を

掲
揚
し
、
従
わ
な
か
っ
た
の
は
一
九
校
。
こ
の
う

ち
東
京
学
芸
大
学
は
「
不
偏
不
党
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
国
立
大
法
人
と
し
て
は
、
通
知
に

あ
っ
た
よ
う
な
対
応
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
」

と
報
道
機
関
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
道
内
で
は

七
大
学
全
て
が
通
知
に
従
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
千
歳
市
と
岩
見
沢
市
の
教
育
委
員
会

は
、
こ
の
文
科
省
通
知
を
市
内
の
小
中
学
校
に
転

送
し
た
。
通
知
に
従
っ
た
学
校
が
あ
っ
た
か
は
定

散 射 韻

国
葬
と
さ
れ
た
。
当
時
か
ら
強
制
性
に
関
し
て
識

者
か
ら
の
反
発
は
あ
っ
た
が
「
国
民
あ
げ
て
冥
福

を
祈
る
」
の
大
号
令
の
も
と
に
、
そ
の
声
は
か
き

消
さ
れ
た
。
当
時
の
新
聞
は
、
テ
レ
ビ
か
ら
は
バ

ラ
エ
テ
ィ
や
音
楽
な
ど
の
娯
楽
番
組
が
消
え
、
公

営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
中
止
と
な
り
、
全
国
各
地
に
サ

イ
レ
ン
が
鳴
り
響
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
実

質
的
に
国
民
に
喪
に
服
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
形

だ
。

◇
　
　
　
　
　
◇

　
中
曽
根
元
首
相
の
内
閣
・
自
民
党
合
同
葬
で
も
、

大
学
の
独
立
、
内
心
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
平

然
と
行
わ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
る
と
い
う
反
発

も
全
く
無
視
さ
れ
、
中
曽
根
氏
の
評
価
を
固
定
す

る
た
め
の
葬
儀
が
税
金
を
使
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

国
葬
は
、
対
象
と
な
る
人
物
の
判
断
基
準
も
、
実

施
方
法
に
つ
い
て
の
政
令
も
な
く
、
ど
の
よ
う
な

事
柄
が
閣
議
決
定
・
了
解
で
ま
か
り
通
り
、
私
た

ち
の
個
人
の
生
活
に
入
り
込
み
、
弔
意
を
強
制
し

て
く
る
の
か
予
想
が
付
か
な
い
。

　
思
え
ば
、
安
倍
内
閣
は
集
団
的
自
衛
権
を
閣
議

決
定
に
よ
っ
て
憲
法
解
釈
を
変
更
す
る
と
い
う
強

引
な
手
法
で
容
認
し
た
。
国
会
の
同
意
な
き
中
東

へ
の
自
衛
隊
派
遣
、
首
相
や
閣
僚
の
失
言
の
訂
正

…
な
ど
、
閣
議
決
定
は
安
倍
元
首
相
が
連
発
し
た

お
得
意
の
手
だ
。
強
引
な
閣
議
決
定
で
実
行
さ
れ

る
葬
儀
は
、
彼
ら
し
い
が
、
数
々
の
決
定
と
同
様

に
容
認
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　＜

隈＞

か
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
特
定
政
党
を
支
持

す
る
学
校
活
動
を
禁
止
し
た
教
育
基
本
法
に
抵
触

す
る
行
為
だ
。
市
教
委
は
「
参
考
」
と
言
う
が
、

無
配
慮
な
「
忖
度
」
が
行
わ
れ
た
一
例
と
し
て
記

憶
さ
れ
て
い
い
。◇

　
　
　
　
　
◇

　
そ
も
そ
も
国
葬
と
は
何
だ
ろ
う
。
現
在
、
国
葬

に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。『
国
葬
の
成
立
』（
勉

誠
出
版
）
の
著
書
が
あ
る
中
央
大
の
宮
間
純
一
教

授
の
過
去
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
国
葬
の

起
源
は
、
明
治
時
代
の
一
八
七
八
年
に
行
わ
れ
た

大
久
保
利
通
の
葬
儀
に
あ
る
と
い
う
。
大
久
保

は
、
西
南
戦
争
の
後
、
不
平
士
族
に
暗
殺
さ
れ

た
。
明
治
天
皇
が
そ
の
死
を
悼
み
、
民
衆
が
葬
列

を
な
し
て
練
り
歩
く
こ
と
で
国
民
に
大
久
保
が
国

民
に
と
っ
て
い
か
に
大
事
で
あ
っ
た
か
、
暗
殺
者

が
い
か
に
間
違
っ
て
い
た
か
を
政
府
が
発
信
し
、

反
乱
分
子
を
牽
制
す
る
、
極
め
て
政
治
的
な
意
図

が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
も
、
国
民
的
人
気
の
高
か
っ
た
海
軍
の

山
本
五
十
六
な
ど
、
功
労
者
と
し
て
の
国
葬
が
行
わ

れ
た
。
戦
前
の
国
葬
は
「
天
皇
に
尽
く
し
て
き
た
人

だ
」
と
い
う
人
物
を
称
え
、
天
皇
の
支
配
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
高
め
る
た
め
の
装
置
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

だ
が
、
戦
後
に
な
り
、
国
葬
に
つ
い
て
定
め
て
い

た
「
国
葬
令
」（
一
九
二
六
年
公
布
、
一
九
四
七
年

失
効
）
は
政
教
分
離
の
観
点
か
ら
廃
止
と
な
っ
た
。

　
戦
後
、
吉
田
茂
元
首
相
の
葬
儀
が
閣
議
決
定
で

「国葬」何を強制されるのか


